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　高知県産業振興推進本部設置規程　平成22年 4 月高知県公営企
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 4 号

業局訓令第 4 号　の一部を次のように改正する。

員会訓令第 5 号

第 2 条第 1 項第 5 号中「第 7 条第 4 項」を「第 8 条第 4 項」に

改める。

第 9 条を第10条とし、第 5 条から第 8 条までを 1 条ずつ繰り下

げ、第 4 条の次に次の 1 条を加える。

（外商推進本部）

第 5 条　推進本部の活動に当たって、様々な分野の外商活動の戦

略を共有し、総合的に推進するため、推進本部の下に外商推進

本部を設置する。 

 2 　外商推進本部は、外商推進本部長及び外商推進本部員をもっ

て構成する。 

 3 　外商推進本部長は、産業振興推進部長をもって充て、外商推

進本部を統括する。

 4 　外商推進本部員は、産業振興推進部副部長、商工労働部副部

長、観光振興部副部長、農業振興部副部長、林業振興・環境部

副部長及び水産振興部副部長（副部長が 2 人以上あるときは、

外商推進本部長が指定した者とする。）をもって充て、外商推

進本部長の命を受け、それぞれの職務に応じて外商推進本部の

事務に参画するものとする。ただし、外商推進本部長が必要が

あると認めるときは、他の者を外商推進本部員とすることがで

きる。

附　則

この訓令は、平成24年 4 月13日から施行する。 
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